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（
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
本
年
、
本
土
復
帰
三
十
年
を
迎
え
る
沖
縄
の
新
た
な
振
興
に
向
け
た
取
組
と
し
て
、
沖
縄
の
特
殊
事
情
に
か

ん
が
み
、
こ
れ
ま
で
の
沖
縄
の
振
興
の
た
め
の
諸
般
の
特
別
措
置
の
成
果
を
も
踏
ま
え
、
沖
縄
の
振
興
の
基
本
と
な
る
沖
縄
振

興
計
画
を
新
た
に
策
定
し

こ
れ
に
基
づ
き
沖
縄
の
特
性
を
い
か
し
た
各
種
産
業
の
振
興
の
た
め
の
特
別
措
置
を
講
じ
る
ほ
か

、

、

沖
縄
の
長
期
的
発
展
の
基
盤
と
も
な
る
べ
き
人
材
の
育
成
等
、
沖
縄
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
更
に
一
層
図
り
、
沖
縄

の
自
立
的
発
展
に
資
す
る
と
と
も
に
、
沖
縄
の
豊
か
な
住
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
沖
縄
振
興
計
画
の
策
定

沖
縄
県
知
事
が
沖
縄
振
興
計
画
の
案
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
同
案
に
基
づ
き
計
画
を
決
定
す
る
も
の
と
し
、
産
業

の
振
興
、
職
業
の
安
定
、
教
育
及
び
文
化
の
振
興
、
科
学
技
術
の
振
興
、
福
祉
の
増
進
等
に
関
す
る
事
項
の
ほ
か
、
圏
域
別

の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。

二
、
産
業
振
興
の
た
め
の
特
別
措
置
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(
一)

観
光
の
振
興
の
た
め
、
計
画
期
間
五
年
以
下
の
観
光
振
興
計
画
の
策
定
を
始
め
、
観
光
の
利
便
性
の
増
進
、
観
光
振
興

地
域
に
お
け
る
施
設
の
整
備
、
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
推
進
、
沖
縄
の
観
光
振
興
の
た
め
の
免
税
、
本
土
・
沖
縄

路
線
に
係
る
航
空
機
燃
料
税
の
軽
減
措
置
等
を
講
ず
る
。

(

二)

情
報
通
信
産
業
の
振
興
の
た
め
、
計
画
期
間
五
年
以
下
の
情
報
通
信
産
業
振
興
計
画
の
策
定
を
始
め
、
情
報
通
信
産
業

振
興
地
域
制
度
の
拡
充
、
情
報
通
信
産
業
特
別
地
区
の
創
設
を
行
う
。

(

三)

沖
縄
の
製
造
業
等
そ
の
他
の
事
業
の
高
度
化
の
た
め
、
産
業
高
度
化
地
域
制
度
の
創
設
、
自
由
貿
易
地
域
及
び
特
別
自

由
貿
易
地
域
の
拡
充
を
図
る
。

(

四)

金
融
業
務
の
集
積
を
促
進
す
る
た
め
、
金
融
業
務
特
別
地
区
を
創
設
す
る
。

(

五)

農
林
水
産
業
の
振
興
の
た
め

計
画
期
間
五
年
以
下
の
農
林
水
産
業
振
興
計
画
を
策
定
し

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は

、

、

、

同
計
画
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

(

六)

沖
縄
の
中
小
企
業
の
振
興
の
た
め
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
特
例
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

三
、
雇
用
の
促
進
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
職
業
の
安
定
の
た
め
の
特
別
措
置

雇
用
の
促
進
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
計
画
期
間
五
年
以
下
の
職
業
安
定
計
画
の
策
定
を
始
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め
、
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
地
域
の
要
件
を
沖
縄
に
お
い
て
緩
和
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
沖
縄
失

業
者
求
職
手
帳
の
発
給
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
に
よ
る
失
業
者
の
再
就
職
の
促
進
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
文
化
・
科
学
技
術
の
振
興
及
び
国
際
協
力
等
の
推
進

沖
縄
固
有
の
文
化
的
所
産
の
継
承
を
図
り
、
そ
の
保
存
及
び
活
用
等
文
化
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図

る
た
め
の
方
針
を
作
成
す
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
沖
縄
に
お
い
て
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
教
育
研
究
を
行
う
大
学
院
を
置

く
大
学
そ
の
他
の
教
育
研
究
機
関
の
整
備
、
充
実
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
ま
た
、
国
際
協
力
及
び
国
際
交
流
の
推
進
の

た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
沖
縄
の
均
衡
あ
る
発
展
の
た
め
の
特
別
措
置

医
療
及
び
福
祉
の
向
上
の
た
め
、
無
医
地
区
に
お
け
る
医
療
の
確
保
及
び
離
島
に
お
け
る
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
の
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
離
島
の
振
興
の
た
め
、
交
通
の
確
保
、
小
規
模
校
に
お
け
る
教
育
の
充
実
、
旅
館
業
に
係
る

課
税
の
特
例
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

六
、
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
利
用
の
促
進
及
び
円
滑
化
の
た
め
の
特
別
措
置

沖
縄
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
利
用
に
関
す
る
基
本
原
則
を
明
ら
か
に
し
、
大
規
模
振
興
拠
点
駐
留
軍
用
地
跡
地
及
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び
特
定
振
興
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
等
の
手
続
を
定
め
る
と
と
も
に
、
大
規
模
跡
地
給
付
金
及
び
特
定
跡
地
給
付
金
の
支

給
の
措
置
を
講
ず
る
。

七
、
沖
縄
振
興
の
基
盤
の
整
備
の
た
め
の
特
別
措
置

沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
つ
い
て
、
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
、
国
の
直
轄
事
業
の
特
例
等
の
措
置
を

講
ず
る
。

八
、
沖
縄
振
興
審
議
会
を
設
置
し
、
そ
の
他
必
要
な
規
定
を
設
け
る
。

九
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
県
産
酒
類
に
係
る
酒
税
等
に
関
す
る
特
例
を
五
年
間
延
長
す

る
と
と
も
に
、
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
を
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
延
長
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

十
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


